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会 長：ただ今から、令和７年第９回定例総会を開会いたします。 

    欠席委員は、７番です。 

    出席委員は８名中７名で、定足数に達しておりますので、総会は成立して

おります。 

    本日の議事録署名人に、５番と６番を指名いたします。 

会 長：それでは、総会次第の日程により議事を進めさせていただきます。初めに、

日程第１、農地法第５条の規定による許可申請について、議案番号８１号を

上程いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号８１号を朗読） 

 (説明) 当案件は、位置図にありますとおり宮山地域内にある農用地区域内農地

３筆で、田から畑へ転換するための造成工事ですが、１，０００㎡を超える

案件のため、一時農転の手続きが必要となります。盛土高は田面から概ね６

０㎝とし、土留め鋼板を設置して隣接農地、隣接水路への土砂流出対策を行

う計画です。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である５番から、農地法の観点から現地調査の

結果並びに補足説明をお願いします。 

５番：９月１９日事務局と現地確認しました。周囲の畑に合わせて埋めていくとい

うことで、周囲への影響もないので問題ないと思います。また土入れの際に

土質を見たいと思います。 

会 長：それでは、質疑に入ります。ただいまの説明について、発言のある方は挙

手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号８１号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 



 
 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号８１号は原案のとおり許可相当として意

見書を添え、県に進達することに決定いたします。次に日程第２及び日程第

３、農用地利用集積等促進計画の公告について、議案番号８２号と８４号を

一括して上程いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号８２号及び８４号を朗読） 

（説明）当該地は岡田地区にある農用地区域内の農地１筆で現況は畑です。更新の

案件で期間は３年間です。借受人は実績があり、トラクター、マルチャー、

管理機、ハンマーナイフなどを保有しております。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である６番から現地調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

６番：９月１９日事務局と現地確認しました。以前から耕作している土地なので問

題ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ

いて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号８２号及び８４

号について、原案のとおり農用地利用集積等促進計画を農地中間管理機構に

要請することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号８２号及び８４号は原案のとおり中間管

理機構に要請いたします。続いて、議案番号８３号と８５号を一括して上程

いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号８３号及び８５号を朗読） 

（説明）当該地は一之宮地区にある農用地区域内の農地２筆で現況は畑です。更新

の案件で期間は５年間です。借受人はトラクター、管理機、軽トラ、動力ポ

ンプ、チェーンソーなどを保有しております。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である私から現地調査の結果並びに補足説明を

いたします。 

会 長：しっかり管理されていましたので、問題ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ

いて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号８３号及び８５

号について、原案のとおり農用地利用集積等促進計画を農地中間管理機構に

要請することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号８３号及び８５号は原案のとおり中間管

理機構に要請いたします。次に、日程第４、相続税の納税猶予に係る特例農

地等の利用状況確認について、議案番号８６号を上程いたします。事務局よ

り議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号８６号を朗読） 

（説明）当案件につきましては、所有者立ち会いのもと、地区担当農業委員の７番

と事務局員で１１筆の特例農地の利用状況確認を行いました。しっかり耕作

されており、管理されておりました。 

会 長：続いて、地区担当農業委員の７番に代わり私から現地調査の結果並びに補



足説明いたします。 

会 長：現地確認をした７番から問題ないと聞いております。 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ

いて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番８６号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号８６号は原案のとおり、利用状況確認書

を税務署へ送付することに決定いたします。続いて、議案番号８７号を上程

いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号８７号を朗読） 

（説明）当案件につきましては、所有者立ち会いのもと、地区担当農業委員の６番

と事務局員で６筆の特例農地の利用状況確認を行いました。しっかり耕作さ

れており、管理されておりました。 

会 長：続いて、地区担当農業委員の６番から現地調査の結果並びに補足説明をお

願いいたします。 

６番：９月１９日事務局と現地確認しました。いずれの土地もしっかり耕作されて

おりましたので、問題ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ

いて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番８７号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号８７号は原案のとおり、利用状況確認書

を税務署へ送付することに決定いたします。続いて、議案番号８８号を上程

いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号８８号を朗読） 

（説明）当案件につきましては、所有者立ち会いのもと、地区担当農業委員の６番

と事務局員で２筆の特例農地の利用状況確認を行いました。しっかり耕作さ

れており、管理されておりました。 

会 長：続いて、地区担当農業委員の６番から現地調査の結果並びに補足説明をお

願いいたします。 

６番：９月１９日事務局と現地確認しました。いずれの土地もしっかり耕作されて

おりましたので、問題ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ

いて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番８８号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号８８号は原案のとおり、利用状況確認書

を税務署へ送付することに決定いたします。次に、日程第５、農地法第３条

の３第１項による届出について、報告番号６４号から６６号の３件、日程第



６、農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、報告番号６７号

の１件、日程第７、農地法第５条第１項第６号の規定による届出について、

報告番号６８号から７１号の４件を、一括して事務局より報告事項の説明を

お願いします。 

事務局：農地法第３条の３第１項による届出については、議案書のとおり３件、農

地法第４条第１項第７号の規定による届出については、議案書のとおり１

件、農地法第５条第１項第６号の規定による届出については、議案書のとお

り４件届出がありました。いずれも添付書類含め完備しておりましたので、

事務局長専決により、書類を受理いたしました。 

会 長：ただいまの報告について、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。特に発言が無いようですので、報告事項については

了承されたことといたします。 

   最後に、その他として、審議事項はありますでしょうか。 

（特になし） 

会 長：では、以上をもって、令和７年第９回寒川町農業委員会定例総会を 

閉会いたします。 

資  料 １．令和７年第９回定例総会議案及び位置図 

  

議事録署名人   福岡 喜輝       議事録署名人   三澤 伸喜        

本議事録は、令和７年１０月２４日、承認・署名を得て確定しました。 

 

 


